
参考資料３

区分 施設名称等
施設整備及び
維持管理等 H２８ H２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６ Ｈ３７ H３８ Ｈ３９ Ｈ４０ Ｈ４１ Ｈ４２ H４３ H４４～

清掃工
場

北谷津清掃工場
[Ｓ５２竣工]
[３００トン/日※ⅰ］

直営管理・運転業
務委託

年度末停
止

廃止業務

新清掃工場
[計画５８５トン/日]

整備 環境影響
評価等

現工場解
体着工 　　　竣工 稼働

長期責任型維持
管理業務委託※
ⅲ

Ｈ２３から
開始

契約Ｈ２９
迄[7年間]

次期契約
［8年間］

契約Ｈ３７
迄

基幹的修繕 準備 着手 　　　完了
性能保証

リニューアル整備 環境影響
評価等 着工 　　　竣工 稼働

北清掃工場
[Ｈ８竣工]
[５７０トン/日]

長期責任型維持
管理業務委託※
ⅲ

Ｈ１９開始
［15年間］

契約H３３
迄[15年間]

次期契約
［９年間］

契約Ｈ４２
度迄

新工場本
格稼働後
停止

基幹的修繕 準備 着手 　　　完了
性能保証

新浜リサイクルセン
ター
[Ｈ７竣工]
[２２０トン/５ｈ]

直営管理・運転業
務委託

稼動中 廃止

次期リサイクルセン
ター

整備 環境影響
評価等 着工 　　　竣工 稼働

新内陸最終処分場
[Ｈ１２竣工]
[９３万９，０００㎥]

長期責任型維持
管理業務委託※
ⅳ

Ｈ１２一部
供用開始

Ｈ２５開始
[10年間]

契約Ｈ３４
迄

次期契約
[10年間]

H４９頃迄
供用予定

契約Ｈ４４
迄

塵芥汚水処理場
[Ｓ４９竣工]
[１，２００㎥/日]

移転整備 用地検討
等 着工 　　　竣工 稼動

次期処分場 整備 用地検討
等

環境影響
評価等 着工 　　　竣工 H４４稼動

※ⅳ最終処分場の長期責任維持管理業務委託の対象は、新内陸最終処分場、東部最終処分場、下田最終処分場、中田最終処分場、蘇我地区廃棄物埋立処分場の5箇所である。

３用地２清掃工場運用体制移行後の一般廃棄物処理施設の整備及び管理について

最終処
分場

※ⅱ施設設備は現状のまま届出により、405トン/日から435トン/日へ変更する。
※ⅰ450トン/日であったが、平成21年度に１炉廃止し、現在2炉で300トン/日となっている。

※平成２９年度から清掃工場の定期修繕における全炉停止期間の短縮を予定している。
※平成２９年度からの２清掃工場運用体制への移行措置として北清掃工場定期修繕時（2月頃）に可燃ごみ2,000トン程度の民間処理を計画する。

新港清掃工場
[Ｈ１４竣工]
[４３５トン/日変更後
※ⅱ ]

リサイク
ルセン
ター

※ⅲ長期責任型維持管理業務とは、廃棄物処理施設の運営維持管理業務を民間事業者に長期にわたり包括的に委託する事業のことであり、清掃工場では、北清掃工場及び新港清掃工場が導入している。


